
文化振興課所管の公の施設等の指定管理者の職員等が通勤用自動

車を駐車する場合の取り扱いを定める要綱 

令和５年４月１日制定 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、文化振興課所管の公の施設等（以下、「当該施設等」と

いう。）の指定管理者の職員等が通勤用自動車を職員駐車場に駐車する場合

の取り扱いに関して必要な事項を定めることを目的とする。  

（用語） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(１) 指定管理者 防府市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成１７年防府市条例第２７号）第６条に基づき指定を受けた者をいう。 

(２) 職員等 前号の指定を受けた法人その他の団体に所属し、指定管理業務

に従事する者をいう。 

(３) 職員駐車場 文化振興課長が、職員等の通勤用自動車の駐車場として指

定する場所をいう。 

(４) 通勤用自動車 職員等が通常の勤務日に通勤するために使用する自動車

で道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号）別表第１に定め

る普通自動車、小型自動車及び軽自動車のうち、二輪自動車以外のものをい

う。 

（利用申込） 

第３条 職員等が、当該施設等において業務に従事するため職員駐車場に通勤

用自動車を駐車しようとするときは、通勤用自動車駐車申込書（第１号様

式）を文化振興課長に提出するものとする。 

（利用承認）  

第４条 文化振興課長は、利用申込を受けたときは、その内容を審査し、第５

条に規定する基準に基づき駐車することが適当と認めるときは、駐車場利用

承認証（第２号様式）を当該職員等に交付するものとする。  

２ 利用期間は、原則として４月１日から翌年の３月３１日までとする。  



（利用承認の基準）  

第５条 文化振興課長は、当該施設等の業務に支障を生じない範囲で駐車を認

めるものとする。  

２ 文化振興課長は、利用申込が職員駐車場の駐車可能台数を超えるときは、

利用申込をした職員等の通勤距離を勘案した利用承認の基準を定めるものと

する。  

３ 文化振興課長は、前項に基づく利用承認の基準を定めたときは、指定管理

者に通知するものとする。  

（年度途中の申込）  

第６条 職員等は、年度の途中に新たに職員駐車場の利用申込をしようとする

場合は、原則として利用しようとする日の２０日前までに通勤用自動車駐車

申込書（第１号様式）を文化振興課長に提出するものとする。 

２ 文化振興課長は、前項に規定する年度途中の利用申込があった場合は、職

員駐車場の駐車可能台数等を勘案して利用を承認するものとする。  

（利用の中止）  

第７条 年度途中に利用承認事由に該当しなくなった場合又は利用を中止しよ

うとする場合、当該職員等は、利用承認事由が変更する月又は利用を中止す

る月の前月の２０日までに、通勤用自動車駐車（変更・中止）申出書（第３

号様式）を文化振興課長に提出するものとする。  

２ 前項において、利用を中止した日から１０日以内に駐車場利用承認証を文

化振興課長に返還しなければならない。  

（申込事項の変更）  

第８条 年度途中に通勤用自動車の変更等があった場合は、速やかに通勤用自

動車駐車（変更・中止）申出書（第３号様式）により文化振興課長に提出し

なければならない。  

（利用料金）  

第９条 利用料金は、別表第１に定める基準額に、別表第２に定める負担割合

を乗じて得た金額とする。 

２ 利用期間が１月に満たない端数日数があるときの利用料金の額は、別に定

める計算の方法によって算定する。  



（利用料金の納付）  

第１０条 利用料金の納付については、次のとおりとする。  

(１) 市長が発行する納付書により納付するものとする。 

(２) 納付の時期は、４月から９月分は４月、１０月から３月分は１０月の

年２回とし、それぞれ月末までに納付するものとする。 

(３) 年度途中から利用を認められた場合の納付の時期は、市長が別に定め

る。 

(４) 利用期間が年度途中で満了する場合、又は、年度途中に利用の中止を

申し出た場合は、その都度、清算するものとする。  

（駐車条件）  

第１１条 駐車場利用承認証の交付を受けた職員等が職員駐車場に駐車すると

きは、駐車場利用承認証を通勤用自動車内の外部から確認しやすい場所に置

かなければならない。  

２ 駐車場利用承認証の交付を受けた職員等は、次に掲げる条件を遵守しなけ

ればならない。 

 (１) 駐車に当たっては、文化振興課長の指示に従うこと。（駐車する場所

を指定された場合にあっては、当該指定場所に駐車すること。） 

(２) 敷地内を走行するときは、歩行者等に十分注意し、徐行すること。 

(３) 文化振興課長が行う駐車制限等に従うこと。  

（利用承認の取消）  

第１２条 文化振興課長は、駐車場利用承認証の交付を受けた職員等が、次の

各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消すことができる。  

(１) 前条第２項に掲げる条件に違反したとき。 

(２) 利用料金を一か月以上滞納したとき。  

２ 文化振興課長は、利用承認を取り消したときは、通勤用自動車駐車承認取

消通知書（第４号様式）により当該職員等に通知するものとする。  

（損害賠償等）  

第１３条 通勤用自動車を職員駐車場に駐車する際に、施設の建築物、工作物、

附属設備及びその他の公有財産をき損し、又は滅失させた職員等は、その損

害を賠償しなければならない。  



２ 職員駐車場内において生じた通勤用自動車の事故及び損害については、市

は賠償の責めを負わない。  

（適用除外）  

第１４条 当該施設等の閉館日及び勤務時間外に出勤する場合にあっては、こ

の要綱の規定は、適用しない。  

（委任）  

第１５条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項

は、文化振興課長が別に定める。  

   

 附 則  

  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１ 

施 設 等 基 準 額 

防府市公会堂 ２，０００円 

防府市地域交流センター ２，０００円 

 

別表第２                          

区     分 負担割合 

１ 一般職１ヶ月の所定労働時間の 100％ 基準額の 4/4 

２ 一般職１ヶ月の所定労働時間の 70％以上 100％未満 基準額の 3/4 

３ 一般職１ヶ月の所定労働時間の 50％以上 70％未満 基準額の 2/4 

４ 一般職１ヶ月の所定労働時間の 50％未満 無 料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



年  月  日 

 

 あて先）文化振興課長 

 

利 用 申 込 者 

所  属  

氏  名   

電 話 
直通（  －    ）・内線

（   ） 

 

職員駐車場利用申込書 

 

 下記のとおり、職員駐車場を利用したいので、文化振興課所管の公の施設等

の指定管理者の職員等が通勤用自動車を駐車する場合の取り扱いを定める要綱

第３条の規定により申し込みます。 

記 

利 用 者 

所 属  通勤距離 ㎞ 

住 所  

氏 名  

通勤用自動

車 

メ ー カ

ー 

車 名 

 

車 両 番

号 
 

利 用 期 間     年  月  日から    年  月末日まで 

所属長 

確認印 

 

 

第１号様式 



第２号様式  

（表面）  

車種１：  

車両番号１：  

  

  

車種２：  

車両番号２：  

  

  

 

所属  

連絡
先 

 

 

文化振興課長 
 

（裏面）  

 この利用承認証は、文化振興課所管の公の施設等の指定管

理者の職員等が通勤用自動車を駐車する場合の取り扱いを定

める要綱第４条に基づき職員駐車場に駐車を認められた職員

等に発行するものです。  

 

【注意】 

１ 職員駐車場に駐車中は、本証を運転席側ダッシュボード

上に置き外部から確認できるようにしておくこと。 

２ 定められた場所以外には、駐車しないこと。 

３  所属変更、車両替え、または本証を紛失したときは文

化・スポーツ課に届け出ること。 

４ シートベルトを着用し、安全運転に心がけること。 

５ 職員駐車場内の事故については、一切責任を負わないの

で各自で注意すること。 

職員駐車

場 

利用承認

証 

  年度 



 年  月  日  

あて先）文化振興課長 

利 用 申 込 者 

  

氏  名   

電 話 直通（ －  ）・内線（  ） 

 

職員駐車場利用（中止・変更）申出書 

 

 下記のとおり職員駐車場利用の（中止・変更）を申し出ます。 

記 

１ 中止・変更の理由 

 

２ 中止・変更の期日 

 

３ 変更内容 

変 

更 

前 

所 属  

車 名 及 び 

登 録 番 号 

メーカー 

車 名 
 

車両番号  

変更事項 

（いずれかに○）  
自動車の変更 ・ ２台目の登録 ・ 利用の中止 

変 

更 

後 

所 属  

車 名 及 び 

登 録 番 号 

メーカー 

車 名 
 

車両番号  

そ の 他  

所属長 

確認印 

 

 

第３号様

式 

第３号様式 



  年  月  日  

 

       様 

 

文化振興課長  

 

職員駐車場利用承認取消通知書 

 

 下記のとおり、職員駐車場利用承認を取り消します。 

 

記 

 

１ 承認取消日 

      年    月   

日 

 

２ 承認を取り消した自動車 

車名及び 

登録番号 

車 名  

登 録 番

号 
    

 

３ 取消理由 

   文化振興課所管の公の施設等の指定管理者の職員等が通勤用自

動車を駐車する場合の取り扱いを定める要綱第○条第○項第○号

に該当するため。 

 

内容 

 

第 ４ 号 様 式 


